
市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外

B1 3,070 12,310 4,100 16,410 3,590 14,360 7,180 28,720 7,690 30,780 10,770 43,090

3F 1,060 3,240 1,420 4,320 1,240 3,780 2,490 7,560 2,670 8,100 3,730 11,340

3F 2,330 7,090 3,110 9,460 2,720 8,270 5,440 16,550 5,830 17,730 8,150 24,820

3F 1,230 3,790 1,640 5,050 1,430 4,420 2,870 8,840 3,070 9,470 4,300 13,250

3F 1,230 3,790 1,640 5,050 1,430 4,420 2,870 8,840 3,070 9,470 4,300 13,250

3F 2,230 6,770 2,980 9,020 2,600 7,900 5,210 15,800 5,580 16,920 7,810 23,690

市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外

4F 1,870 5,670 2,500 7,560 2,190 6,610 4,380 13,230 4,690 14,170 6,570 19,840

4F 970 3,010 1,290 4,010 1,130 3,510 2,260 7,030 2,430 7,530 3,400 10,540

4F 840 2,620 1,120 3,490 980 3,060 1,960 6,120 2,100 6,560 2,940 9,180

市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外 市民等 市民等以外

4F 1,450 4,500 1,940 6,000 1,700 5,250 3,400 10,500 3,640 11,250 5,100 15,750

4F 420 1,360 560 1,810 490 1,580 980 3,170 1,050 3,400 1,470 4,750

1． 市民等 ［ ①市内に住所を有し、勤務し、又は通学する者　②その構成する者の半数以上が①に掲げる者である団体（法人を除く）
    ③市内に事務所又は事業所を有する法人 ］

市民等以外［ ①市民等以外の者　②商業宣伝、営業、その他これらに類する目的をもって使用する場合 ］

2． 超過使用時間については、超過使用時間１時間ごとに各使用区分の使用料の時間割による額を使用料として徴収します。
（延長時間の端数は、３０分未満切捨て、３０分以上切上げ）

施設使用料は前払い、付属設備使用料は当日払いです。

※　税込み前の額に消費税を加算するため、税込み額の合計と差額が生じる場合がございます。

全日区分

【 9:00 ～ 12:00 】 【 13:00 ～ 17:00 】 【 18:00 ～ 21:30 】 【 9:00 ～ 17:00 】 【 13:00 ～ 21:30 】 【 9:00 ～ 21:30 】

午前区分 午後区分 夜間区分

第１練習室

第２練習室

【 9:00 ～ 12:00 】練習室系統 【 18:00 ～ 21:30 】

午前区分

使用料の支払いは

会議室系統

午後区分

【 13:00 ～ 17:00 】

第３練習室

和室・茶華道室

和室

茶華道室

大会議室

第１会議室

第２会議室

第３会議室

第４会議室

第５会議室

有料駐車場 30分まで毎につき　100円

【 9:00 ～ 12:00 】 【 13:00 ～ 17:00 】 【 18:00 ～ 21:30 】 【 9:00 ～ 17:00 】 【 13:00 ～ 21:30 】

午前・午後区分 午後・夜間区分

夜間区分 午前・午後区分 午後・夜間区分 全日区分

【 9:00 ～ 17:00 】 【 13:00 ～ 21:30 】 【 9:00 ～ 21:30 】

市川市文化会館 料金表（税込み）    　　　　平成31年4月～

午前区分 午後区分 夜間区分 午前・午後区分 午後・夜間区分 全日区分

【 9:00 ～ 21:30 】


